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令 和 ５ 年 第 １ ２ 回 江 東 区 教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 開会年月日  令和５年１２月２２日（金）午前１０時００分 

 

２ 閉会年月日  令和５年１２月２２日（金）午前１０時４８分 

 

３ 開 会 場 所       江東区役所 

 

４ 出 席 委 員       本多健一朗（教育長）、本田和恵（教育長職務代理者）、 

         安部敏啓、淺野美智子 

 

５ 出 席 職 員       杉村教育委員会事務局次長、星名庶務課長、 

         西尾学校施設課長、太田整備担当課長、賀来学務課長、 

         飯塚指導室長（教育センター連絡調整担当課長兼務）、 

         木内教育支援課長（教育センター所長兼務）、笠間地域教育課長、 

         榎本江東図書館長、関戸深川図書館長、菅原文化観光課長 

 

６ 議題 

日程第１ 議案第４３号 江東区文化財の指定内容の変更 

 

７ 報告事項 

（１）令和５年第４回区議会定例会（教育委員会関係）について ほか 

 

８ 審議概要 

本 多 教 育 長  それでは、ただいまより令和５年第１２回江東区教育委員会定例会を

開会いたします。 

 本日の会議に、鈴木委員より欠席の届出がありましたので、御報告い

たします。 

 会議録署名委員を御指名いたします。安部委員、淺野委員にお願いい

たします。 

 それでは、これより審議に入ります。 

 日程第１ 議案第４３号 江東区文化財の指定内容の変更を議題とい

たします。 

 本案について事務局より説明願います。 

 次長。 

 

杉村教育委員会事務局次長  議案第４３号 江東区文化財の指定内容の変更。 

 上記の議案を提出する。 

 令和５年１２月２２日。 

 提出者、江東区教育委員会教育長、本多 健一朗。 
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 令和５年９月７日 江東区文化財保護条例第２７条の規定に基づき、

江東区文化財保護審議会に諮問した本件について、令和５年１１月３０

日 同審議会より答申を得たので、これを尊重し、江東区指定文化財に

ついて本案を提出します。 

 

本 多 教 育 長  文化観光課長。 

 

菅原文化観光課長  それでは、恐れ入ります、資料１を御覧願います。江東区文化財の指

定内容の変更について御説明をさせていただきます。 

 こちらにつきましては、旧渋沢家住宅の名称、それから、所在地の住

所です。こちらを変更する内容となってございます。資料に記載のとお

り、１、有形文化財、建物ということで、現在の名称は、変更前という

形で表示させていただいておりますが、旧渋沢家住宅（部材）という、

この（部材）というものについてでございます。それから、住所につき

ましても、木場２－１５－３、清水建設東京工場ということで、部材と

して保管していた場所の住所となってございます。このたび、潮見２丁

目の清水建設敷地内に旧渋沢家住宅の復元が完了いたしましたので、

（部材）を取るというところと、所在地を倉庫から、現建設地の潮見２

丁目に変更する内容となってございます。 

 これまでの経緯について簡単に御説明させていただきます。皆様、御

承知のとおり、旧渋沢家住宅につきましては、明治から昭和にかけて、

渋沢栄一とその御家族が暮らしていたものでございます。 

 住宅のほうは、深川福住町、現永代２丁目になりますけれども、こち

らにございました。その後、港区の三田、それから、青森県六戸町、こ

ちらへ移築をされました。平成３０年になりまして、清水建設株式会社

が住宅を取得いたしまして、解体して、江東区内へ移送されたというこ

とになってございます。 

 住宅のほうは、渋沢栄一翁が暮らした住宅の一部、表座敷などが当時

の姿をとどめて現存しておりまして、大変貴重な文化的価値があると考

えてございます。部材の状態ではありましたが、令和元年１０月に、江

東区の登録有形文化財として登録させていただき、令和２年１月には指

定文化財と移行しております。旧渋沢家住宅につきまして、その文化的

価値を損なうことなく、潮見への移築、復元が完了いたしましたので、

今回、名称の変更、それから、所在地の変更ということで、文化財保護

審議会からも答申を受けましたので、議案として提出させていただきま

した。 

 説明は以上となります。よろしく御審議の上、御決定くださいますよ

うよろしくお願い申し上げます。 

 以上です。 
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本 多 教 育 長  本案について、質疑願います。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  御説明ありがとうございます。こちらは本件と関係ないかもしれない

んですけど、今後、この施設は区民の皆さんがもう自由に中を拝観とい

うか、そういうことが可能な状況になるんでしょうか。 

 

本 多 教 育 長  文化観光課長。 

 

菅原文化観光課長  施設のほう、旧渋沢家住宅の公開でございます。一般公開に向けて、

清水建設様から、文化観光課と交渉しているところですけども、現時点

では、一般公開するというのは決まっているんですが、ただ、時期につ

いては未定という形になっております。それから、非常に文化的価値の

高い建物でございますので、外観のほうは、皆様に見ていただく機会と

いうのは、実は清水建設の敷地のすぐそば、運河が流れております。そ

この潮風の散歩道というものになってございます。清水建設様のほうで、

その潮風の散歩道と建設地の間に公園を整備していただいておりまして、

そこが提供公園として皆様に開放される予定になっております。その供

用開始が１月１８日と聞いておりますので、中は見られないんですけれ

ども、外観につきましては、そこから皆様に見ていただくことができる

ようになると考えております。 

 建物内につきましても、いずれは一般公開ということで進めていきた

いとは思っているんですが、ただ、清水建設様のほうでは、やはり建物

が非常に古い建物であるということで、御自由にというのがちょっと難

しいというふうに聞いておりまして、大体１０人程度のグループを御案

内するような形で、御予約いただいて、ガイドをつけて御案内するよう

な、そんな形を今、検討していただいているところでございます。そう

いった諸々の準備ができましたら、区民の皆様には周知して御覧いただ

ける機会を増やしていきたいというふうに考えてございます。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。こちらは清水建設さんの敷地内なので、管理

上は、土地に関しては清水建設さんになってしまうのかなと思うんです

けれども、建物は誰が保全というか、お金もかかるものだと思うんです

けど、それはどんな感じになりますか。 

 

本 多 教 育 長  文化観光課長。 
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菅原文化観光課長  旧渋沢家住宅の建物の所有者につきましては清水建設になりますので、

基本的にはそちらのほうで管理いただく形になります。ただ、江東区の

指定文化財ですので、こちらのほうももちろん連携して、例えば修繕の

方法ですとか、そういったものを連携、相談しながら進めていく、文化

的価値を損なわないように保存していく、そういった形になるかと思い

ます。 

 以上でございます。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。 

 

本 多 教 育 長  ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

 今、お話ありましたように、文化的な価値は非常に高いものですけれ

ども、観光的に見ても江東区としてとても貴重なものですし、また、教

育委員会としては、こどもたちの学習にも期するものだなと思っていま

すので、今後連携を図りながら、そういった見学がどういうふうにでき

るかという辺りも考えられればなと思っております。 

 それでは、お諮りいたします。日程第１について、原案のとおり決定

することに御異議ございませんでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

本 多 教 育 長  御異議ありませんので、これを決定いたします。 

 なお、文化観光課長につきましては、他の公務のため、ここで退席い

たします。 

 

菅原文化観光課長  失礼いたします。 

 

本 多 教 育 長  それでは、これより報告事項に入ります。 

 報告事項１ 令和５年第４回区議会定例会（教育委員会関係）につい

てを説明願います。 

 次長。 

 

杉村教育委員会事務局次長  それでは、令和５年第４回区議会定例会（教育委員会関係）について

御報告いたします。資料２を御覧願います。 

 令和５年第４回定例会は、１１月２９日の本会議で５名の代表質問が、

３０日の継続本会議で９名の通告による質問が行われ、全体で４８本の

質問がございました。このうち教育関連では資料に記載のとおり、９本

の質問がございましたが、質問と答弁の概要は、資料記載のとおりでご

ざいますので、ここでは簡潔にポイントを絞って御報告させていただき

ます。 

 まず１人目、新時代の二瓶文隆議員は、教科書採択についてとし、教

科書採択に当たっての方針、都教委からの助言や指導、教育委員会、教
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育委員の関わり方などの質問があり、江東区立学校で使用するにふさわ

しい教科書採択を行うこと、採択資料作成委員会で十分な調査・研究を

行うことが方針であり、都教委から、採択自体に指導、助言はなく、教

育委員が主体性を持って臨んでいる旨の答弁をいたしました。 

 ２人目、公明の高村議員でございます。２ページを御覧願います。高

村きよみ議員は代表質問で、教育施策についてとし、不登校対策、こど

もの意見表明、学校と地域の連携について質問があり、不登校対策では、

文部科学省の「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」の周知や、ブリッ

ジスクールのさらなる充実を図っていくこと。こどもの意見表明につい

ては、今後様々な機会を設けていく考えであること。学校と地域の連携

については一層の強化が必要であり、学校と地域をつなぐ双方向の支援

を行っている旨の答弁をいたしました。 

 ３人目、共産の大嵩崎かおり議員は代表質問で、教育についてとし、

教員不足、不登校対策、登校時間前のこどもの居場所についての質問が

あり、教員不足については、こどもの影響が最小限となるよう努めてお

り、必要な人的支援の継続や、行事等の随時見直しを行っていく旨の答

弁をいたしました。また、不登校対策については、校内別室指導員の区

独自配置や、ブリッジスクールの南部地域開発といった不登校対策を引

き続き検討していく。登校時間前のこどもの居場所については、児童生

徒の安全対策等、課題も多く、先行事例を注視していく旨の答弁をいた

しました。 

 ３ページ下段を御覧願います。４人目、維新の千田昌寛議員は代表質

問で、教科書採択についてとし、採択資料作成委員の選任基準、教職員

の意見の反映、歴史科目の教科書採択の視点等についての質問があり、

採択資料作成委員は、江東区学校教科用図書採択要綱に基づき委嘱を行

っていること、教職員から出された意見は、採択の際の資料としている

こと、全ての教科等において各教科書の特徴について意見が出され、教

育委員会において適正かつ公正な教科書採択を行っていく旨の答弁をい

たしました。 

 ５人目、自参無のおおやね匠議員は通告質問で、小中学校の不登校と

いじめ対策についてとし、こどもの居場所づくりと不登校児童の増加の

要因、いじめの早期発見と対応の重要性への認識、教員の働き方改革の

進捗についての質問があり、こどもの居場所については、ブリッジスク

ールや校内別室指導支援員配置事業を活用していること。不登校の要因

として、何らかの不安を感じていることが挙げられ、一人一人、丁寧に

把握・分析を行っている旨の答弁をいたしました。また、いじめの早期

発見、早期対応の重要性は認識しており、相談しやすい体制の整備等に

努めている旨、着実に教員の働き方改革の取組が進められており、在校

時間が減った小中学校が約８割あること等の答弁をいたしました。 

 ６人目、公明の小嶋和芳議員の通告質問で、子育て支援・教育の推進
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についてとし、主にＧＩＧＡスクールの課題と対策、学校の安全対策に

ついての質問があり、「ＫＯＴＯスタイル」による個別最適化された学

び、協働的な学びの充実、推進を図っていく旨の答弁をし、学校の安全

対策については、防災面、交通安全の面で体制の整備は整っているが、

セーフティプロモーションの目的に沿った取組を進めていく旨の答弁を

いたしました。 

 ６ページを御覧願います。７人目、公明の中根たくや議員は通告質問

で、学校施設の安全対策についてとし、主に校内の熱中症対策に関する

質問があり、水分補給については、直結給水を全校整備しているが、よ

り充実した環境整備を目指し、冷水機の整備を改築・大規模改修時に進

めていくこと。給食調理室の環境整備についても、改築・大規模改修時

に進めているが、さらなる整備に向け、課題の検討を行っていく。学校

プールの暑さ対策、視線対策については、建築基準法等への適合などの

課題があるため、屋根を設置していく以外の方法について研究を行って

いく旨の答弁をいたしました。 

 ８人目、新時代の酒井なつみ議員は通告質問で、小１の壁についてと

し、主に、きっずクラブの質の向上に関する質問があり、職員配置に係

る事業者の不正の再発防止策については、既に指導監督体制の強化を行

い、対応していることや、小学校外の児童館内きっずクラブにおいて第

三者評価を実施していること。きっずクラブの日曜・祝日の開設は必要

性が低い旨の答弁をいたしました。 

 ９人目、自参無の吉田由紀子議員は通告質問で、学校教育についてと

し、オーガニック給食についての出前授業等の実施と、不登校特例に関

する質問があり、出前授業も含めて食育指導の推進を図っていくこと、

不登校特例校は、学校設置基準に基づいた施設を整備する必要があるた

め、土地、建物の確保が難しい旨の答弁をいたしました。 

 一般質問につきましては、以上でございます。 

 次に、１２月１４日の文教委員会について御報告申し上げます。９ペ

ージを御覧願います。議題は、記載の１６件で、議題１ 江東区立幼稚

園設置条例の一部を改正する条例は、１１月１７日の教育委員会定例会

において御審議いただき、御決定いただいた、ちどり幼稚園の廃止に係

る条例の一部改正で、委員会では賛成多数で可決されました。 

 議題の２から１３までは、いずれも継続審議となっている陳情で、こ

れまでの審議経過等を説明した後、引き続き継続審査となってございま

す。 

 次に、議題の１４から１６までの３件は、新規に本委員会に付託され

た陳情でございます。議題１４ ５陳情第１０４号は、私立幼稚園に対

する支援の充実、拡充を求めるもので、内容は、私立幼稚園で働く保育

者に対する住宅賃料補助の増額と勤続年数制限の撤廃を求めることや、

私立幼稚園が行う預かり保育、２歳児保育への補助の創設、特別な支援
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を要する幼児の受入れに対する補助の増額等、対象に外国籍の幼児受入

れも入れること。私立幼稚園等の給食費の無償化と私立幼稚園に対する

支援の拡充を求めるものでございます。 

 委員会では、区独自で補助を実施している部分については、財源面の

課題があることや、既に２３区の中でも高い水準で補助を行っているも

のもある等の説明をいたしました。また、預かり保育、２歳児保育への

補助等の新たな支援については、私立幼稚園全園で実施されていない状

況もあるため、推移を見守る等の説明をし、継続審査となってございま

す。 

 また、議題１５、１６の２件は、共に学校給食の無償化に関し、継続

実施を求めるなどの内容でございますが、既に議題７ ５陳情第４９号

が学校給食の無償化に関する陳情として継続審査となっておりますので、

併せて一括で審査が行われ、先ほど申し上げましたとおり、継続審査と

なっております。 

 議題につきましては、以上でございます。 

 次に、２の報告事項でございます。報告事項は、資料に記載の１２件

でございますが、いずれも教育委員会におきまして、御報告または御審

議いただいている案件でございますので、説明は省略させていただきま

す。 

 以上長くなりましたが、令和５年第４回区議会定例会の報告とさせて

いただきます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  今の報告の中で安全対策のことも触れられていたので、ちょっと外れ

てしまうかと思うんですけども、質問をさせてください。防犯ブザーの

管理についてでございます。防犯ブザーは、小学校１年生へ上がるとき

に、区として無料の配布をしているということで、こうとう区報などに

も載っているものだと認識しているんですけれども、こちらは、実は自

分が日々こどもたちを見ている中でちょっと気になったというところも

あって、併せて質問させてください。まず、この防犯ブザーというのは

教育委員会の庶務課が常に管理していくものという認識で合っています

でしょうか。 

 

本 多 教 育 長  庶務課長。 

 

星 名 庶 務 課 長   こちらについては、配布については、庶務課のほうでまとめて学校の

ほうに納入しているという状況でございまして、管理は基本的には御家

庭の中でやっていただくという形になっております。 
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 なお修理等が必要な場合につきましては、購入業者を御紹介を差し上

げて、そちらに御連絡をいただく、もしくは、壊れた場合については改

めて新しいものを購入いただくというような形で対応させていただいて

いるというところでございます。 

 以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  ありがとうございます。では、学校は関与しないということですね。

基本的には家庭で進めなさいということですね。 

 

本 多 教 育 長  庶務課長。 

 

星 名 庶 務 課 長   おっしゃるとおりでございます。配布については、学校を通じて配布

しておりますが、管理については御家庭でという形でお願いしていて、

学校のほうは関与はしておりません。 

 

安 部 委 員  分かりました。 

 

本 多 教 育 長  よろしいですか。 

 

安 部 委 員  はい。 

 

本 多 教 育 長  ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では、本報告を終了

いたします。 

 続いて、報告事項２ 令和５年度東京都教育委員会職員表彰について

を説明願います。 

 庶務課長。 

 

星 名 庶 務 課 長  資料３をお願いいたします。令和５年度東京都教育委員会職員表彰に

ついてでございます。 

 東京都教育委員会から、被表彰者が決定した旨の御通知がありました

ので、御報告するものでございます。今回につきましては、個人表彰と

して、東京都在職１０年以上で管理職にある者といたしまして、枝川小

学校の校長、加藤校長、有明中学校の校長、月田校長が被表彰者として

決定したものでございます。それぞれの経歴につきましては簡単なもの

を記載してございますので、後ほど御確認ください。 

 御報告は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について、質疑願います。よろしいでしょうか。それでは、本報
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告を終了いたします。 

 続いて、報告事項３ 令和６年度新１・７年生の学校選択制度の抽選

結果についてを説明願います。 

 学務課長。 

 

賀 来 学 務 課 長   それでは、資料４をお願いいたします。学校選択制度の抽選結果につ

いて御説明申し上げます。 

 前回の委員会にて一次結果について御説明いたしましたが、その後、

抽選校、無抽選校を発表しまして、１２月５日に小学校及び義務教育学

校前期課程、１２月６日に中学校及び義務教育学校後期課程の抽選を実

施いたしました。その結果がこの資料で、１ページが小学校等、２ペー

ジが中学校等の内容となってございます。 

 ２の抽選結果でございますが、まずはＡ欄が通学区域外からの入学希

望者数となっております。Ｂ欄はゼロですが、区外転出による対象から

除かれる方を計上しております。ＡからＢを差し引きましたＣ欄が抽選

対象者ということになってございまして、Ｄ欄は、１２月５日の抽選日

当日時点の当選者数、Ｅ欄については、ＣからＤを引いた補欠者数が記

載されております。小学校等では１２校１１６人、こちら、昨年度は１

５校１９２人となってございます。こちらが抽選対象となりまして、３

３人が当選し、８３人が補欠といった状況となってございます。 

 次に、２ページを御覧いただければと思います。中学校等では、２１

校９００人、こちら、昨年度は２１校８９３人でほぼ同規模といったと

ころで抽選対象となっておりまして、１６５人が当選しまして、７３５

人が補欠となってございます。抽選により当選者、補欠者とその順位が

決まりましたので、今後、補欠者については、市立学校への入学や転出

等の発生により、補欠順位の高いほうから繰上げが行われるとなってご

ざいます。 

 なお、この抽選結果につきましては、ホームページで既に発表させて

いただいております。 

 説明は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について、質疑願います。よろしいでしょうか。それでは、本報

告を終了いたします。 

 続いて、報告事項４ 令和５年度給食保健関係表彰についてを説明願

います。 

 学務課長。 

 

賀 来 学 務 課 長  それでは、資料５を御覧願います。給食保健関係表彰について御説明

いたします。 

 まず一番上の東京都教育委員会表彰につきましては、学校保健・学校
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安全の指導、運営において優れた功績がある学校関係者等を表彰するも

ので、第一大島小学校の学校医の耳鼻咽喉科の足川先生、東砂幼稚園の

学校歯科医の正木先生の２名が来年１月に表彰される予定となってござ

います。 

 次に、江東区区政功労者表彰は、江東区の事業に尽力していただいた

方々を表彰するもので、記載の２名の方が表彰されてございます。 

 次に、その他ですが、東京都学校歯科医会表彰として、小学校では、

明治小学校ほか１８校、中学校では、深川第六中学校ほか２校、幼稚園

では、第三大島幼稚園と第二亀戸幼稚園が来年２月に表彰される予定と

なってございます。 

 説明は以上でございます。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑を願います。よろしいでしょうか。では、本報告を

終了いたします。 

 続いて、報告事項５ 令和６年度幼稚園・小学校・中学校・義務教育

学校の入学式・卒業式等の日程についてを説明願います。 

 指導室長。 

 

飯 塚 指 導 室 長  それでは、令和６年度幼稚園・小学校・中学校・義務教育学校の入

学式・卒業式等の日程について御報告いたします。資料６を御覧くださ

い。 

 幼稚園、小学校、中学校及び義務教育学校の学期及び休業日につきま

しては、江東区立学校の管理運営に関する規則に定められております。

入学式や卒業式の日程については、例年、規則及び年間の暦を踏まえて

決定しております。 

 小学校の卒業式の実施日を御覧ください。小学校の卒業式については、

昨年度まで２日間設定されておりましたが、今年度より１日の設定とし

ております。令和６年度以降についても同様となっております。令和６

年度の日程につきましては、資料のとおりとし、この日程に基づき、幼

稚園、小学校、中学校、義務教育学校の令和６年度の教育課程を編成し

ます。 

 なお、義務教育学校は９年間の一貫教育を行う一つの学校ですので、

入学式は前期課程の１年生、卒業式は後期課程の９年生となりますが、

前期課程の修了を一つの区切りと考え、６年生では前期課程修了式を、

７年生では後期課程認証式として、卒業式、入学式に準じた儀式的行事

を実施します。６年生の前期課程終業式は、小学校の卒業式の日程と同

日に、７年生の後期課程認証式は中学校の入学式と同日に実施する予定

としております。 

 お示しした日程により学校運営を行うことで、必要な教育日数、授業

日数の確保はできております。 
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 報告は以上です。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。よろしいでしょうか。では、本報告を終

了いたします。 

 続いて、報告事項６ 令和５年度校（園）長・教育管理職選考等の結

果についてを説明願います。 

 指導室長。 

 

飯 塚 指 導 室 長  令和５年度校（園）長・教育管理職選考等の結果について御報告い

たします。資料７を御覧ください。 

 １０月の定例会において、選考の受験状況について報告いたしました

が、このたび、最終結果が発表となりましたので、御報告いたします。 

 セルの右下の数字が昨年度の結果で、最終合格者数を受験者数で割り、

合格率をパーセントで示したものを最後の列に記載しております。 

 まず、幼稚園の結果です。幼稚園園長、園長選考合格者は１名です。

特別区全体での園長合格者は７名でした。副園長選考につきましては、

１名が選考対象となっており、最終合格は来年の２月に発表予定です。 

 次に、小中学校の結果です。 

 まず、校長の選考結果です。小学校の欄の一番上の段を御覧ください。

小学校は２６名受験し、最終合格者は５名で、合格率は１９.２％でし

た。 

 次に、中学校です。中学校の欄の一番上の段を御覧ください。中学校

は６名受験し、最終合格者は５名で、合格率は８３.３％でした。 

 次に、小中学校の教育管理職候補者選考の結果についてです。主に指

導主事となるＡ選考、主に副校長となるＢ選考、共に一般と推薦との記

載があります。推薦区分は校長及び教育委員会の推薦を受けて一次選考

である筆記試験が免除となり、二次選考の面接選考のみのものでありま

す。一般は、一次選考、二次選考を受験することになっております。Ｃ

選考は年齢５０歳以上が対象で、原則、合格した次の年度に即戦力とし

て副校長に昇任となる選考です。 

 まず、小学校です。小学校の欄を御覧ください。Ａ選考は推薦区分で

５名受験し、１名が合格しております。Ｂ選考は推薦区分で１１名が受

験し、８名が合格しております。Ｃ選考は一般区分で２名受験し、合格

者はなしとなっております。 

 次に、中学校です。Ａ選考は一般区分、推薦区分共に受験者はおりま

せん。Ｂ選考は一般区分の受験者はなく、推薦区分で５名受験し、３名

合格しております。Ｃ選考は１名受験し、１名が合格しております。今

後も受験者の確保に努めるとともに、教育管理職の資質能力の向上を図

ってまいります。 

 報告は以上です。 
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本 多 教 育 長  本件について質疑を願います。よろしいでしょうか。それでは、本報

告を終了いたします。 

 続いて、報告事項７ いじめ防止対策推進法に基づく重大事態に係る

調査結果についてを御説明願います。 

 指導室長。 

 

飯 塚 指 導 室 長  資料８を御覧ください。今年度に発生した事案について、学校いじ

め問題調査委員会における調査が終了しましたので、御報告いたします。 

 まず重大事態については、「１ 重大事態とは」のとおりでございま

す。本日報告する事案については、１の（２）の事案に該当します。 

 それでは、説明します。被害児童は小学校の６年生です。主ないじめ

の態様は、悪口や嫌なことを言われる、友達に教科書を隠される、友達

から蹴られる、殴られる、座ろうとすると椅子を引かれるです。いじめ

に係る行為が行われたのは、令和５年３月から令和５年６月までです。 

 事案の概要についてです。当該児童は、令和５年６月に当該児童保護

者から、５年生の終わり頃から本人がいじめに遭っているようだと母親

から副校長宛てに電話があり、いじめについて把握しました。学校は被

害児童の保護者から相談を受けて、関係児童からの聞き取りを行い、当

該児童に対するいじめについて認知するとともに、関係する児童や学年、

学級全体での指導を実施しました。担任は、被害児童や関係する児童等

から丁寧に話を聞き、他の教職員と情報の共有をしながら対応してきま

したが、被害児童は長期の欠席に至り、現在も学校へ登校することはで

きておりません。学校は直接、当該児童と連絡を取り合うことができな

い状態となっておりますが、１２月になり、当該児童の保護者から、当

該児童が別室登校をして、オンラインで授業を受けたいと考えていると

の連絡を受けております。学校は別室登校へ向けて準備を整えておりま

すが、まだ登校の再開には至っておりません。現在、当該児童保護者と

連絡を取り合いながら、登校再開や、中学校進学へ向けて対応を進めて

おります。 

 報告は以上です。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。本田委員。 

 

本 田 委 員  ２つあります。１つは、被害を訴え、保護者からの連絡があった後に、

いろいろ丁寧に聞き取りを行ってくださったというのはもちろんいいこ

となんですけども、担任の先生としては全く寝耳に水というか、気付く

ようなことはなかったのかということが１つ。そして、別室登校でオン

ラインを受けたいと言っているということですが、まだ実施には至って

いないとしても、今、自宅からオンラインとかそういうことの提案はし
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ているけど、嫌だと言っているのか。何となく少しずつそこから慣らし

てもいいのかなという気もするんですけど、その辺はどうなんでしょう

か。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  指導室長。 

 

飯 塚 指 導 室 長  １点目の、担任が気づかなかったのかというところですけども、この

件については、担任が事前に認知するということはありませんでした。

アンケート等も実施しておりますが、そこにも記載がなかった内容でご

ざいます。また、オンラインでの授業の実施についてですが、学校では

様々提案しているところですが、その中で別室登校してというのが出て

きましたので、当然自宅でのオンラインでの参加とか、そういったとこ

ろも投げかけてきたところです。いずれにしましても、本人と直接連絡

が取れない状況ですけれども、保護者と連携して希望に沿った復帰等が

できるように指導してまいります。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  ほか、いかがでしょうか。安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません。本人と話ができないのはどういう理由ですか。 

 

本 多 教 育 長  指導室長。 

 

飯 塚 指 導 室 長  本人が、例えば電話とか、担任と話をするのに出たくないという、そ

ういう状況でございます。 

 

本 多 教 育 長  よろしいですか。安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません。ちょっと何か疑問が残るんですけど、別に担任の先生が

嫌だとかそういうことが発生しているのではなくて、いじめがきっかけ

なわけですよね。ですから、担任の先生は別に問題ないような気がする

んですけど、担任の先生とも、誰とも話せなくなってしまったという、

そういう解釈でしょうか。担任の先生とも、校長先生とも、副校長先生

ともとにかく話したくないということになってしまったということでし

ょうか。 

 

本 多 教 育 長  指導室長。 

 

飯 塚 指 導 室 長  本人が、学校でのことを思い出し、不安定な状況になるということで、
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ご家庭としましても本人と担任も含めた学校側と直接やりとりをするの

は控えたいということであります。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません。えてして、保護者との対応がすごく重要になってきてし

まうことかとは思うんですけど、こどもが置き去りにならないように、

できるだけ、担任の先生が一番身近にいてくれていたはずなので、でき

るだけ担任の先生と、足を運ばれるでも何でもいいと思うんですけど、

一度、何か会う機会を何とかつくっていただいて、見守っていただけれ

ばと思います。よろしくお願いします。 

 

本 多 教 育 長  今、本田委員、安部委員からもありましたけれども、このいじめの対

応を見ると、やはり先生には気づいてもらいたいという思いがあると思

います。と同時に、こどもにＳＯＳを担任に届けてもらいたかったとい

う両方だと思うんですね。こどもが、このいじめが起きていた場面とい

うのが全く見えないところで起きていたのかどうかということもありま

すけれども、やはり僕らは先生方に、どんな小さないじめも見逃さない

という部分での指導をしっかりとしていきたいと思いますし、研修や何

かを学校でも重ねてもらっていますので、そういった先生方もこどもの

変化に気づく能力をしっかり高めていくこと、それから、こどもたちに

はどんな小さなことでも身近な大人に相談するんだよということをやは

り繰り返し伝えていくことと、なかなか言いづらいことも、ＳＯＳを出

すやり方を、ＳＯＳの出し方教育というのをやっているところでありま

すので、そこを重ねて指導しなければいけないなというふうに改めて思

っているところであります。 

 いじめはどんな理由があっても許されることはないということを各学

校で、もう毎回のようにこどもたちに理解させるようにということを話

をしているところでありますけれども、いつも教育委員会でも言ってい

ますけれども、いじめをしているのもされるのもこどもなので、やっぱ

りそこをしっかりと捉えた上で指導をしていきたいというふうに思って

おります。 

 この件については、今、調査が終わったという報告ではありましたけ

れども、いじめは再発することもありますので、確実に見守りをしてい

くこと、それから、当該児童については、今、別室登校へ向けて準備を

整えているというところもありますので、確実に教育委員会と学校とは、

この後も連携を図りながら見守っていきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、本報告を終了いたします。 
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 続いて、報告事項８ 令和６年度江東きっずクラブ事業運営委託事業

者の選定結果についてを説明願います。 

 地域教育課長。 

 

笠間地域教育課長  報告事項８ 令和６年度江東きっずクラブ事業運営委託事業者の選定

結果について御説明いたします。資料９をお願いいたします。 

 まず、今回の事業運営委託についてでございますが、対象となるきっ

ずクラブは、１の（１）にあります、きっずクラブ枝川ときっずクラブ

東砂児童館の２か所になります。きっずクラブ枝川につきましては事業

者変更によるもので、きっずクラブ東砂児童館は、区の行財政改革計画

に基づき、東砂福祉会館、そして、児童館の指定管理化に伴い、併せて

きっずクラブを令和６年４月１日から委託するといったものでございま

す。 

 １の（３）の委託予定事業者についてでございます。きっずクラブ枝

川は、愛知県名古屋市に本社がございまして、港区に東京本部を置く株

式会社日本保育サービスといったところでございます。こちらはきっず

クラブ平久を含む区内で３か所のきっずクラブを現在運営しているとこ

ろでございます。また、きっずクラブ東砂児童館は、港区に本社がござ

います株式会社明日葉で、こちらにつきましても、きっずクラブ砂町に

続く本区で２か所目の委託ということになります。 

 次に、２の選定方法についてでございます。 

 まず、（１）のきっずクラブ枝川になりますが、第一次審査では、応

募がありました５事業者から提出されました企画提案書等に対しまして

書類審査を行っております。 

 続いて、第二次審査といたしまして、書類審査を通過した３事業者を

対象に、現場視察調査やプレゼンテーションなどを実施いたしまして、

最終的に総合評価点の最上位のものを受託者として選定いたしておりま

す。 

 ２ページ目をお開きください。④の評価項目でございます。まず第一

次の書類審査では、放課後こどもプランに関する考え方や事業計画、指

導員の配置や採用計画、障害児等への対応など、計１６項目について審

査を行っているところでございます。 

 続く第二次審査におけるプレゼンテーションでは、記載の８項目、さ

らには、現場視察調査といたしまして、３ページに記載の９項目につい

てそれぞれ審査を実施いたしております。 

 ⑤にございますとおり、総合評価点では、第一次審査では１００点、

第二次審査では３００点、合計で４００点満点という配点になってござ

います。 

 ⑥の審査経過については記載のとおりとなってございます。 

 ⑦の選考結果でございます。記載のとおり、３事業者のいずれも４０
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０点満点中、基準と定める６割、２４０点を超える得点を獲得しており

ますが、その中で得点の最上位であります株式会社日本保育サービスを

受託事業者として、最終的に選定をしたものでございます。 

 ４ページを御覧願います。⑧の選定委員でございます。株式会社日本

保育サービスについては、本区では現在、先ほども申しましたとおり、

学校内に３か所のきっずクラブを受託しておりまして、安定、確実な事

業運営実績は高く評価できるものでございます。事業に対する考え方や、

学校等の連携による事業実施に加え、職員採用や人材育成のための研修

計画等もしっかりと示されておりまして、また、現地視察においても標

準を上回る評価を得て、最高得点を獲得しております。 

 （２）のきっずクラブ東砂児童館についてでございますが、こちらに

つきましては、先ほどお話ししましたとおり、東砂福祉会館・児童館の

指定管理化に伴いまして、指定管理者として選定された事業者を委託事

業者として、これまでと同様に特命契約を締結する予定でございます。 

 報告は以上です。 

 

本 多 教 育 長  本件について質疑願います。よろしいでしょうか。 

 両きっずクラブとも、新たなところがやるという形で、報告にもあり

ましたけども、引継ぎがしっかり行われるということですので、今後、

しっかりと事業が進むように所管としてもしっかりと見守りたいなとい

うふうに思っております。 

 それでは、以上で本報告を終了いたします。 

 それでは、以上をもって終了となりますが、何かございますか。 

 安部委員。 

 

安 部 委 員  すみません。ちょっと確認をしたくて、１点だけお願いしたいんです

が、部活動の地域移行の件で、方針みたいなものがもう既にあれば教え

てもらいたいんですが、大丈夫でしょうか。 

 令和４年の１２月にスポーツ庁からガイドラインというのが出ていま

して、それによると、部活動の地域移行、令和５年、６年、７年で、地

域移行の改革推進期間となっているというふうに位置づけられているよ

うですけれども、令和５年がもう終わろうとしているということで、今、

江東区としては、現状どういうふうに判断されて、来年度以降に向けて

どういうふうな進め方にしようかなというのを確認したいというのが１

点です。 

 その内側になるとは思うんですけども、今、学校の部活動に、部活動

の指導員さん、または外部指導員さんが配置されていると思うんですけ

ど、配置できることになっていると思うんですけど、各学校に１名だけ

しか配置できない状況、予算の関係だと思うんですけども、その辺りも

来年度に向けて、何かちょっと変わるような事情とか、変えようとして
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いる事情があれば教えていただきたいんですが。 

 

本 多 教 育 長  それでは、まず１つ目として、部活動の地域移行についての現状と今

後の見通しが１つと、２つ目として、部活動指導員についての現状の配

置状況と今後の見通しと、そんなことでよろしいですかね。 

 

安 部 委 員  はい。 

 

本 多 教 育 長  よろしいでしょうか。教育支援課長。 

 

木内教育支援課長  地域移行についての５年度の事業についてですが、今年度は試行とい

うことで、運動部活動については健康スポーツ公社で、文化部活動につ

いては、文化コミュニティ財団が持つ施設や人的資源などを活用したプ

ログラムを行っております。 

 運動部については、区内のスポーツセンターなどを活用して、複数校

の中学生が来て、みんなで、専門の方、プロの選手等から、実技講習を

受けたりということを行ってきました。月１回程度です。陸上とか卓球

ですとかバドミントンとかダンスといったものを実施しました。 

 それから、文化部については、吹奏楽の生徒に集まってもらって、プ

ロの指導者から御指導いただきました。こどもたちからは大変好評でし

た。ただ、６年度に向けてこどもたちの意見もそうですし、庁内の検討

委員会も行われていますので、そういったものを踏まえた上で、どうい

うふうにしていこうかということを、今、検討しているところです。今

年度の実施は、単発です。月１回で毎回違う種目をということですので、

そうではなくて、実際に活動を継続的にできるようなやり方はないだろ

うかということを検討した上で６年度に試行していきたいと考えており

ます。それから、吹奏楽部のほうも単発で実施し、こどもたちからは大

変好評でした。ただ、それぞれの楽器の使い方などを個別に指導いただ

いてというところはよかったんですけれど、実際に合奏してみたいとい

う言葉もありましたので、来年度は単発ではなくて、練習を重ねて、合

奏につなげるというような取組を考えているところです。 

 今年度につきましては、庁内での検討委員会を行いましたが、来年度

につきましては、加えて、外部の有識者ですとか、区のスポーツ、文化

に関わる方も交えたような検討会議を考えているところです。 

 それから、部活動指導員についてです。今年度につきましては、各学

校１名を配置しております。実際、全ての学校で希望されているかとい

うと、まだ４校程度配置していない学校があります。主な理由は、一つ

は、自分の学校で先生たちで十分できているので、必要ないというとこ

ろが一つ。それからもう一つにつきましては、いろんな種目がある中で、

その種目をやってくださる指導員が見つからなかったので、まだ配置で
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きていないという学校があります。来年度も基本的には各学校１名の部

活動指導員を考えているところですが、もう少し柔軟に、必要でない学

校の分を、ほかの学校に配置するといったことはできないか検討してい

る段階です。 

 以上です。 

 

本 多 教 育 長  大体よろしいですか。 

 

安 部 委 員  はい。分かりました。ありがとうございます。 

 

本 多 教 育 長  ありがとうございます。 

 ほか、よろしいでしょうか。 

 それでは、以上をもちまして、令和５年第１２回江東区教育委員会定

例会を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

  


